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１ 大綱策定の趣旨 

教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて

教育基本法に規定する基本的な方針を参酌して、市長が総合的な教育

施策の目的や方針を定めるものです。 

 ２ 教育に関する基本方針 

本市では、「教育と人づくり」を基本方針の一つに掲げて新しいまち

づくりに取り組んでおり、一人ひとりの子どもたちや市民に寄り添う

教育行政の充実を図っています。また、子どもたちがいじめのない環

境で健やかに、伸びやかに、個性豊かに育つため、学校や地域社会で

守り育てる環境を整えることが大事であると考えています。 

そこで、子どもたちの命を守る危機管理の強化、子どもたちや保護

者、地域が誇れる学校教育の充実、子育てや親としてのあり方など家

庭教育の充実、市民の自己啓発のための生涯教育の充実、人生を豊か

にするためのスポーツの推進などにより「教育都市高崎」の創造を目

指していきたいと考えています。 

 ３ 大綱の対象期間 

この大綱が対象とする期間は、平成３０年度から平成３４年度まで

とします。 
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 ４ 教育大綱の施策の視点 

 １ 生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成

確かな学力の向上を図るため、きめ細かな指導や授業づくりを行っ

ていきます。特に児童生徒の英語力の向上を積極的に推進するととも

に、地域の協力を得て「学力アップ大作戦」や「中学生休日学習相談

ステーション」を展開し、児童生徒が負担なく気軽に学ぶことができ

る環境づくりを積極的に推進します。 

また、豊かな人間性の育成を図るため、榛名林間学校榛名湖荘での

自然体験活動を始めとした価値ある体験活動を実践するとともに、家

庭や地域と連携して地域に根ざした特色ある学校づくりに努め、地域

とともに歩む学校づくりを推進します。 

いじめ防止においては、子どもたちが安心して生活できる学校づく

りのため、いじめゼロに向けて「いじめ防止プログラム」を推進し、

いじめの根絶に取り組んでいきます。 

 ２ 子どもたちの心身の健康と体力の向上  

子どもたち一人ひとりが健康課題に気づき、考え、行動することが

できるようきめ細かな健康教育を推進します。また、子どもたちの体

力の向上と丈夫な体づくりを積極的に支援していきます。さらには、

地場産物を取り入れた特色ある学校給食を提供するとともに、給食を

通して望ましい食習慣の形成を図っていきます。 

 ３ 安全で多機能な教育環境づくりの推進  

快適な学習環境の中で児童生徒が安全に意欲的な学校生活を送れ

るよう、引き続き施設整備に取り組むとともに、災害等に強い学校づ

くりを推進していきます。 

また、環境や地域性に配慮し、弾力的な集団活動が可能となる施設

づくり、地域住民の活動の場としての学校づくりに取り組んでいきま

す。 
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 ４ 地域力を育む社会教育の充実  

市民一人ひとりの主体的な学習活動が地域づくりに活かされ、地域

力を育む生涯学習社会が創造されるよう、高崎学検定の実施など学習

機会や学習情報を提供し、市民ニーズに対応した様々な支援を行って

いきます。また、誰もが快適な学習環境で学べるよう公民館を始めと

する社会教育施設の整備に努めていきます。 

また、図書館においては、利用者サービスと図書館資料の収集の充

実を図り、「市民自らの学び」への支援と情報センターとしての役割

を推進します。 

 ５ 歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進  

遺跡や古墳を史跡公園として整備するとともに、歴史的建造物の保

存管理を進め、文化財に親しむための環境づくりを推進します。民俗

行事についても調査や指定を通じて、後世に伝承するための施策を行

います。 

また、博物館や資料館において、魅力ある展示並びに教育活動を展

開することで、歴史学習や生涯学習の場を充実させます。 

これらを通じて、文化財の価値や郷土の歴史の素晴らしさを総合的

に伝える施策に取り組みます。 

さらには、ユネスコ「世界の記憶」に登録された上野三碑などの史

跡について、確実に後世に引き継ぐよう保存管理し、本市の歴史資産

の価値を広く発信することに努めます。 

 ６ 個人の意欲や能力を尊重したスポーツの推進  

市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを推進し、

様々なスポーツレクリエーションの機会を提供することで、体力の向

上や健康で心豊かな暮らしの実現に寄与するとともに、競技力の向上

や指導者の育成を図ります。 

また、スポーツによる様々な交流や国際大会を始めとした大規模大

会の誘致を通じて、子どもたちの夢を育み、内面の成長に向けて働き

かけるとともに、国際感覚やフェアプレーの精神などを醸成し、豊か

な人間性の育成を図ります。 
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５ 重点施策 

本市では、教育大綱の施策の視点を実現するために、その対象とす

る期間において、次に掲げる重点施策を推進します。 

（１）学力向上への取組  

◇ 学力アップ大作戦 

全小中学校区で、放課後と土・日曜日を活用して保護者や地域

ボランティアの協力のもと、算数・数学や英語の学習会の充実に

取り組みます。 

◇ 休日学習ステーション 

中学生を対象に、通年で公民館を会場にして学習の場を設け、

退職教員や大学生等を講師に数学や英語の学習相談に応じていき

ます。 

◇ＡＬＴを効果的に活用した英語教育の充実 

全小中学校に配置されたＡＬＴを活用し、小学校入学からネイ

ティブの英語に触れながら英語に親しませたり、授業を充実させ

たりすることを通じて、高い英語力をもった児童生徒の育成を目

指します。 

（２）いじめ対策の更なる強化  

◇学校における「いじめ防止プログラム」の推進 

市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校および高等学校全

９３校園において、高崎市独自のいじめ防止に特化した取組を推

進します。 

◇ 「いじめ防止担当教諭」を核とした横断的・機動的な取組 

高崎市独自のいじめ防止担当教諭を核とした横断的な取組によ

り、教職員間の共通理解を深化させるとともに、機動的な対応を

目指します。 
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◇ 子ども主体の取組の推進・支援 

「いじめ防止こども会議」や「中学生リーダー研修会」等を通

じ、児童生徒がいじめ防止に主体的に取り組む気運を醸成すると

ともに、いじめ防止に取り組む児童生徒のネットワークづくりを

支援します。 

◇ 全市を挙げての取組 

市長をトップに、市議会議長、警察署長、医師、弁護士、健全

育成団体、保護者等を構成員とした「高崎市いじめ防止推進協議

会」の機能を活かし、いじめのないまちづくりを進めます。 

（３）多様な教育環境の充実  

◇ 「気になる子」対策 

幼稚園において特別な支援を必要とする「気になる子」の教育

環境の充実を図るため、補助教諭の配置など、きめ細やかな教育

に対応するための各園の取組を支援していきます。 

◇ 読書活動の推進 

司書教諭、学校図書館指導員を核とし、中央図書館との連携の

なか、子どもたちの読書活動を推進します。 

◇ 児童の自然体験活動 

榛名林間学校榛名湖荘において、市内の全小学５年生を対象と

して自然体験活動を実施します。 

◇ 部活動の充実 

部活動の教育的重要性に鑑み、一層の充実を図ります。なお、

種目等によっては外部指導者を配置する等、適切な配慮を行いま

す。 

◇ 学校保健活動の推進 

医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連携のもと、学校保健活

動を推進します。 

◇ 魅力ある学校給食 

自校給食の特性を活かして、地産多消で魅力ある学校給食の提

供を推進していきます。 

◇ 学校施設の整備 

既存施設の維持補修を重点的に進めていきます。 
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（４）文化財の保存整備  

◇ 国指定史跡の保存整備等 

国指定史跡の保存整備とその活用を推進します。箕輪城の城門

復元や曲輪の整備、史跡日高遺跡の環濠集落の整備などを進める

とともに、弥生水田での稲作体験などの活用事業に取り組みます。 

◇ 「世界の記憶 上野三碑」関連事業 

ユネスコ「世界の記憶」に登録された特別史跡上野三碑の保存

活用を進めるため、三碑一帯の整備、多胡碑記念館の機能強化、

ボランティアとの連携、動画配信などのホームページを活用した

情報発信、民間団体との協力による地域振興、児童･生徒への教育

などに取り組みます。 

◇ 重要遺跡の調査研究・保存 

多胡碑と密接に関係する多胡郡衙の確認調査、国分尼寺の範囲

確認調査など、市内重要遺跡の調査研究やその保存に取り組みま

す。 

（５）スポーツの振興  

◇ 高崎の資源を生かしたスポーツイベントの開催 

榛名湖など、本市の資源を生かした参加型スポーツイベントを

開催します。

◇ 大型スポーツイベントの開催誘致 

高崎アリーナや既存施設を活用し、国内外を問わずスポーツイ

ベントを積極的に誘致します。 


